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(57)【要約】
【課題】広域通信網との間にデータ伝送路を設定する無
線基地局をハンドオーバ元からハンドオーバ先へ切り替
える場合において、無駄な切り替えが発生することを防
止可能とする。
【解決手段】本発明に係る無線端末２は、無線基地局１
Ａから無線基地局１Ｂへのハンドオーバの実行後におい
て、アクセスゲートウェイ３との間にデータ伝送路６を
設定する無線基地局（ＤＡＰ）を無線基地局１Ａから無
線基地局１Ｂへ切り替える切り替え要求（DAP_Move_Req
uestメッセージ）を無線基地局１Ｂに送信する。無線端
末２は、ハンドオーバの実行後において、無線基地局１
Ｂとの間の無線品質が劣化しているか否かを判定し、無
線品質が劣化していると判定した場合に、切り替え要求
の送信を取り止める。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続先基地局との間の無線品質に応じてハンドオーバを実行する無線端末と、
　前記無線端末のハンドオーバ元であり、データ伝送用のデータ伝送路を広域通信網との
間に設定し、前記広域通信網から前記データ伝送路を介して下り方向データを受信し、基
地局間通信を利用して前記下り方向データを中継する第１無線基地局と、
　前記無線端末のハンドオーバ先であり、前記第１無線基地局によって中継される前記下
り方向データを受信するとともに、受信した前記下り方向データを前記無線端末に送信し
、前記広域通信網との間に前記データ伝送路を未設定である第２無線基地局と
を含む無線通信システムであって、
　前記無線端末は、
　前記ハンドオーバの実行後において、前記第２無線基地局と前記無線端末との間の無線
品質を示す無線品質情報を取得する無線品質情報取得部と、
　前記無線品質情報取得部によって取得された前記無線品質情報に基づいて、前記第２無
線基地局と前記無線端末との間の前記無線品質が劣化しているか否かを判定する無線品質
判定部と、
　前記ハンドオーバの実行後において、前記広域通信網との間に前記データ伝送路を設定
する無線基地局を前記第２無線基地局に切り替える切り替え要求を前記第２無線基地局に
送信する切り替え要求送信部と
を備え、
　前記切り替え要求送信部は、前記無線品質判定部によって前記無線品質が劣化している
と判定された場合に、前記切り替え要求の送信を取り止める無線通信システム。
【請求項２】
　データ伝送用のデータ伝送路を介して広域通信網から下り方向データを受信するととも
に基地局間通信を利用して前記下り方向データを中継する第１無線基地局から、前記第１
無線基地局によって中継された前記下り方向データを送信するとともに前記広域通信網と
の間に前記データ伝送路を未設定である第２無線基地局へのハンドオーバを実行する無線
端末であって、
　前記ハンドオーバの実行後において、前記第２無線基地局と前記無線端末との間の無線
品質を示す無線品質情報を取得する無線品質情報取得部と、
　前記無線品質情報取得部によって取得された前記無線品質情報に基づいて、前記第２無
線基地局と前記無線端末との間の前記無線品質が劣化しているか否かを判定する無線品質
判定部と、
　前記ハンドオーバの実行後において、前記広域通信網との間に前記データ伝送路を設定
する無線基地局を前記第２無線基地局に切り替える切り替え要求を前記第２無線基地局に
送信する切り替え要求送信部と
を備え、
　前記切り替え要求送信部は、前記無線品質判定部によって前記無線品質が劣化している
と判定された場合、前記切り替え要求の送信を取り止める無線端末。
【請求項３】
　前記無線品質情報取得部は、前記無線端末が前記第２無線基地局から受信する無線信号
に基づいて前記無線品質情報を取得する請求項２に記載の無線端末。
【請求項４】
　前記無線品質情報取得部は、前記無線信号の受信信号強度を前記無線品質情報として取
得する請求項３に記載の無線端末。
【請求項５】
　前記切り替え要求送信部は、前記ハンドオーバが実行されてから所定時間が経過した後
に前記切り替え要求を前記第２無線基地局に送信し、
　前記無線品質判定部は、前記ハンドオーバが実行されてから前記所定時間が経過した時
点において、前記無線品質が所定品質を上回る期間が一定期間継続されていない場合に、
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前記無線品質が劣化していると判定する請求項２に記載の無線端末。
【請求項６】
　前記ハンドオーバの実行後において、前記下り方向データのデータ種別または前記下り
方向データに割り当てられた伝送優先度の少なくとも一方を示すデータ属性情報を取得す
るデータ属性情報取得部と、
　前記データ属性情報取得部によって取得された前記データ属性情報に基づいて、前記下
り方向データが前記切り替え要求の送信を取り止め可能な特定データであるか否かを判定
するデータ判定部と
をさらに備え、
　前記切り替え要求送信部は、前記無線品質判定部によって前記無線品質が劣化していな
いと判定され、かつ前記データ判定部によって前記下り方向データが前記特定データであ
ると判定された場合、前記切り替え要求の送信を取り止める請求項２に記載の無線端末。
【請求項７】
　データ伝送用のデータ伝送路を介して広域通信網から下り方向データを受信するととも
に基地局間通信を利用して前記下り方向データを中継する第１無線基地局から、前記第１
無線基地局によって中継された前記下り方向データを送信するとともに前記広域通信網と
の間に前記データ伝送路を未設定である第２無線基地局へのハンドオーバを実行する無線
端末に用いられる無線通信方法であって、
　前記ハンドオーバの実行後において、前記第２無線基地局と前記無線端末との間の無線
品質を示す無線品質情報を取得するステップと、
　前記取得するステップにおいて取得された前記無線品質情報に基づいて、前記第２無線
基地局と前記無線端末との間の前記無線品質が劣化しているか否かを判定するステップと
、
　前記ハンドオーバの実行後において、前記広域通信網との間に前記データ伝送路を設定
する無線基地局を前記第２無線基地局に切り替える切り替え要求を前記第２無線基地局に
送信するステップと
を備え、
　前記送信するステップでは、前記判定するステップにおいて前記無線品質が劣化してい
ると判定された場合に、前記切り替え要求の送信を取り止める無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局間で通信可能な無線通信システム、無線端末および無線通信方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線通信システムにおいて、無線端末は、移動中などにおいて接続先無線基地局
との間の無線品質に応じて接続先無線基地局を切り替える、いわゆるハンドオーバを行っ
ている。このような無線通信システムにおいて、広域通信網から無線端末へ伝送される下
り方向データを、ハンドオーバ元の第１無線基地局からハンドオーバ先の第２無線基地局
を介して無線端末へ転送する方式が提案されている。
【０００３】
　このような方式を採用する無線通信システムとしては、3GPP2（Third Generation Part
nership Project 2）にて規格化されているＵＭＢ（Ultra Mobile Broadband）システム
が挙げられる（非特許文献１参照）。上述した転送処理により、第１無線基地局において
無線端末に未送信の下り方向データを、第２無線基地局から無線端末へ送信することがで
きるため、下り方向データのロスが低減される。
【０００４】
　ここで、第１無線基地局は、ハンドオーバから所定時間において、広域通信網（具体的
には、広域通信網のゲートウェイ装置）との間にデータ伝送路（ＩＰトンネル）を保持し
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ている。ＵＭＢシステムでは、広域通信網との間に下り方向データ（ユーザデータ）伝送
用のデータ伝送路を設定する無線基地局はＤＡＰ（Data Attachment Point）と呼ばれる
。
【０００５】
　また、第２無線基地局は、無線区間を介して下り方向データを無線端末へ送信している
。ＵＭＢシステムでは、下り方向データを無線端末へ直接送信する無線基地局はＦＬＳＥ
（Forward Link Serving eBS）と呼ばれる。
【０００６】
　ＵＭＢシステムにおいて、無線端末は、ハンドオーバによってＤＡＰとＦＬＳＥとが別
々の無線基地局になってから、上記の所定時間が経過した際に、ＤＡＰを第２無線基地局
（ＦＬＳＥ）に切り替える切り替え要求を第２無線基地局に送信する。その結果、ハンド
オーバから所定時間後にＤＡＰが第２無線基地局（ＦＬＳＥ）に切り替えられる。
【非特許文献１】“Overview for Ultra Mobile Broadband (UMB) Air Interface Specif
ication（3GPP2 C.S0084-000-0）”、［online］、［平成20年4月15日検索］、http://ww
w.3gpp2.org/Public_html/specs/C.S0084-000-0_v2.0_070904.pdf
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、無線端末は、ＦＬＳＥとして機能する第２無線基地局との間の無線品質が劣
化すると、第２無線基地局とは別の無線基地局へのハンドオーバを実行する。このような
場合、ＤＡＰを第２無線基地局に切り替えても、再びＤＡＰを第２無線基地局とは別の無
線基地局へ切り替える必要があり、第２無線基地局へのＤＡＰの切り替えが無駄になる。
【０００８】
　しかしながら、従来の方法では、所定時間の経過によりＤＡＰが第２無線基地局に切り
替えられるため、無駄なＤＡＰ切り替えが発生する。ＤＡＰ切り替えは、広域通信網と無
線基地局との間のデータ伝送路を再設定する処理を必要とし、ネットワーク側（無線基地
局、および広域通信網のゲートウェイ装置など）における処理負荷を伴うため、無駄なＤ
ＡＰ切り替えが発生することは好ましくない。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、広域通信網と
の間にデータ伝送路を設定する無線基地局をハンドオーバ元からハンドオーバ先へ切り替
えるシステム構成において、無駄な切り替えが発生することを防止可能な無線通信システ
ム、無線端末および無線通信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するために、本発明は以下のような側面を有している。まず、本発
明の第１の側面は、接続先基地局（例えば無線基地局１Ａまたは無線基地局１Ｂ）との間
の無線品質に応じてハンドオーバを実行する無線端末（無線端末２）と、前記無線端末の
ハンドオーバ元であり、データ伝送用のデータ伝送路（データ伝送路６）を広域通信網（
アクセスゲートウェイ３およびネットワーク４）との間に設定し、前記広域通信網から前
記データ伝送路を介して下り方向データを受信し、受信した前記下り方向データを中継す
る第１無線基地局（無線基地局１Ａ）と、前記無線端末のハンドオーバ先であり、前記第
１無線基地局によって中継される前記下り方向データを受信するとともに、受信した前記
下り方向データを前記無線端末に送信し、前記広域通信網との間に前記データ伝送路を未
設定である第２無線基地局（無線基地局１Ｂ）とを含む無線通信システム（無線通信シス
テム１０）であって、前記無線端末は、前記ハンドオーバの実行後において、前記第２無
線基地局と前記無線端末との間の無線品質を示す無線品質情報を取得する無線品質情報取
得部（情報取得部２２１）と、前記無線品質情報取得部によって取得された前記無線品質
情報に基づいて、前記第２無線基地局と前記無線端末との間の前記無線品質が劣化してい
るか否かを判定する無線品質判定部（判定部２２２）と、前記ハンドオーバの実行後にお
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いて、前記広域通信網との間に前記データ伝送路を設定する無線基地局を前記第２無線基
地局に切り替える切り替え要求（DAP_Move_Requestメッセージ）を前記第２無線基地局に
送信する切り替え要求送信部（要求送信部２２３）とを備え、前記切り替え要求送信部は
、前記無線品質判定部によって前記無線品質が劣化していると判定された場合に、前記切
り替え要求の送信を取り止めることを要旨とする。
【００１１】
　このような無線通信システムによれば、広域通信網との間にデータ伝送路を設定する無
線基地局をハンドオーバ元からハンドオーバ先へ切り替える場合において、無駄な切り替
えが発生することを防止することができる。
【００１２】
　本発明の第２の側面は、データ伝送用のデータ伝送路（データ伝送路６）を介して広域
通信網（アクセスゲートウェイ３およびネットワーク４）から下り方向データを受信する
とともに前記下り方向データを中継する第１無線基地局（無線基地局１Ａ）から、前記第
１無線基地局によって中継された前記下り方向データを送信するとともに前記広域通信網
との間に前記データ伝送路を未設定である第２無線基地局（無線基地局１Ｂ）へのハンド
オーバを実行する無線端末（無線端末２）であって、前記ハンドオーバの実行後において
、前記第２無線基地局と前記無線端末との間の無線品質を示す無線品質情報を取得する無
線品質情報取得部（情報取得部２２１）と、前記無線品質情報取得部によって取得された
前記無線品質情報に基づいて、前記第２無線基地局と前記無線端末との間の前記無線品質
が劣化しているか否かを判定する無線品質判定部（判定部２２２）と、前記ハンドオーバ
の実行後において、前記広域通信網との間に前記データ伝送路を設定する無線基地局を前
記第２無線基地局に切り替える切り替え要求（DAP_Move_Requestメッセージ）を前記第２
無線基地局に送信する切り替え要求送信部（要求送信部２２３）とを備え、前記切り替え
要求送信部は、前記無線品質判定部によって前記無線品質が劣化していると判定された場
合に、前記切り替え要求の送信を取り止めることを要旨とする。
【００１３】
　本発明の第３の側面は、本発明の第２の側面に係り、前記無線品質情報取得部は、前記
無線端末が前記第２無線基地局から受信する無線信号に基づいて前記無線品質情報を取得
することを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第４の側面は、本発明の第３の側面に係り、前記無線品質情報取得部は、前記
無線信号の受信信号強度を前記無線品質情報として取得することを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第５の側面は、本発明の第２の側面に係り、前記切り替え要求送信部は、前記
ハンドオーバが実行されてから所定時間が経過した後に前記切り替え要求を前記第２無線
基地局に送信し、前記無線品質判定部は、前記ハンドオーバが実行されてから前記所定時
間が経過した時点において、前記無線品質が所定品質を上回る期間が一定期間継続されて
いない場合に、前記無線品質が劣化していると判定することを要旨とする。
【００１６】
　本発明の第６の側面は、本発明の第２の側面に係り、前記ハンドオーバの実行後におい
て、前記下り方向データのデータ種別または前記下り方向データに割り当てられた伝送優
先度の少なくとも一方を示すデータ属性情報を取得するデータ属性情報取得部（情報取得
部２２１）と、前記データ属性情報取得部によって取得された前記データ属性情報に基づ
いて、前記下り方向データが前記切り替え要求の送信を取り止め可能な特定データである
か否かを判定するデータ判定部（判定部２２２）とを備え、前記切り替え要求送信部は、
前記無線品質判定部によって前記無線品質が劣化していないと判定され、かつ前記データ
判定部によって前記下り方向データが前記特定データであると判定された場合、前記切り
替え要求の送信を取り止めることを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第７の側面は、データ伝送用のデータ伝送路を介して広域通信網から下り方向
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データを受信するとともに基地局間通信を利用して前記下り方向データを中継する第１無
線基地局から、前記第１無線基地局によって中継された前記下り方向データを送信すると
ともに前記広域通信網との間に前記データ伝送路を未設定である第２無線基地局へのハン
ドオーバを実行する無線端末に用いられる無線通信方法であって、前記ハンドオーバの実
行後において、前記第２無線基地局と前記無線端末との間の無線品質を示す無線品質情報
を取得するステップと、前記取得するステップにおいて取得された前記無線品質情報に基
づいて、前記第２無線基地局と前記無線端末との間の前記無線品質が劣化しているか否か
を判定するステップと、前記ハンドオーバの実行後において、前記広域通信網との間に前
記データ伝送路を設定する無線基地局を前記第１無線基地局から前記第２無線基地局へ切
り替える切り替え要求を前記第２無線基地局に送信するステップとを備え、前記送信する
ステップでは、前記判定するステップにおいて前記無線品質が劣化していると判定された
場合に、前記切り替え要求の送信を取り止めることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、広域通信網との間にデータ伝送路を設定する無線基地局をハンドオー
バ元からハンドオーバ先へ切り替える場合において、無駄な切り替えが発生することを防
止可能な無線通信システム、無線端末および無線通信方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。具体的には、（１）無線通信シ
ステムの構成、（２）無線品質判定処理、（３）無線通信システムの動作、（４）作用・
効果、（５）その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載に
おいて、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
【００２０】
　（１）無線通信システムの構成
　まず、本実施形態に係る無線通信システムの構成、具体的には、（１．１）全体概略構
成、（１．２）無線端末の概略構成、（１．３）無線端末の詳細構成ついて説明する。
【００２１】
　（１．１）全体概略構成
　図１は、本実施形態に係る無線通信システム１０の全体概略構成図である。
【００２２】
　図１に示すように、無線通信システム１０は、無線基地局１Ａ（第１無線基地局）、無
線基地局１Ｂ（第２無線基地局）、無線端末２、アクセスゲートウェイ３、ネットワーク
４およびバックボーンネットワーク５を含む。本実施形態では、無線通信システム１０は
、広域ＩＰブロードバンドシステムの１つである3GPP2 UMB Air Interface （以下、単に
「ＵＭＢシステム」という）に基づく構成を有する。
【００２３】
　無線基地局１Ａおよび無線基地局１Ｂは、通信可能エリア内に位置する無線端末２と無
線通信する。無線端末２は、無線基地局１Ａおよび無線基地局１Ｂが送信する無線信号（
例えば、パイロット信号）の受信品質を比較し、受信品質が高い方に接続する。図１の例
では、無線端末２は、無線基地局１Ａの通信可能エリアから無線基地局１Ｂの通信可能エ
リアに向けて移動しており、無線基地局１Ａから無線基地局１Ｂへ接続先を切り替えるハ
ンドオーバを実行する。
【００２４】
　無線基地局１Ａ、無線基地局１Ｂおよびアクセスゲートウェイ３は、バックボーンネッ
トワーク５を介して互いに有線接続されている。ネットワーク４はインターネットなどの
広域通信網であり、アクセスゲートウェイ３は当該広域通信網のゲートウェイ装置である
。また、無線基地局１Ａおよび無線基地局１Ｂは、互いに有線通信（すなわち、基地局間
通信）することができる。
【００２５】



(7) JP 2009-267878 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

　ＵＭＢシステムでは、IETF RFC3931 Layer Two Tunneling Protocol-Version 3 (L2TPv
3)、IETF RFC2784 Generic Routing Encapsulation (GRE)に代表されるようなＩＰトンネ
リング技術が採用される。具体的には、無線基地局１Ａまたは無線基地局１Ｂと、アクセ
スゲートウェイ３と間のユーザデータ伝送用のデータ伝送路６には、ＧＲＥが採用される
。無線基地局１Ａと無線基地局１Ｂとの間のユーザデータ伝送用のデータ伝送路７には、
L2TPv3が採用される。
【００２６】
　図１の例では、無線基地局１Ａはアクセスゲートウェイ３との間にデータ伝送路６を設
定しており、無線基地局１Ｂはアクセスゲートウェイ３との間にデータ伝送路６を設定し
ていない。ＵＭＢシステムでは、無線基地局１Ａのように、アクセスゲートウェイ３との
間にデータ伝送路６を設定し、中継局として機能することができる無線基地局をＤＡＰ(D
ata Attachment Point)と称している。
【００２７】
　下り方向通信（フォワードリンク）において、無線端末２が無線基地局１Ａから無線基
地局１Ｂへのハンドオーバを実行すると、無線基地局１Ａは、アクセスゲートウェイ３か
らデータ伝送路６を介して受信した下り方向データ（下り方向パケット）を、基地局間通
信を利用して無線基地局１Ｂに中継する。その際、無線基地局１Ａは、無線基地局１Ｂに
中継する下り方向データに対して無線端末２用のヘッダを付加する。
【００２８】
　無線基地局１Ｂは、無線区間を介して、無線基地局１Ａから受信した下り方向データを
無線端末２に送信する。その際、無線基地局１Ｂは、無線端末２に送信する下り方向デー
タに対して無線端末２用のヘッダを付加する。ＵＭＢシステムでは、無線基地局１Ｂのよ
うに無線端末２に下り方向データを直接送信する無線基地局をＦＬＳＥ(Forward Link Se
rving eBS)と称している。
【００２９】
　このような処理によって、無線基地局１Ａにおいて無線端末２に未送信の下り方向デー
タを無線基地局１Ｂから無線端末２へ送信することができ、下り方向データのロスが低減
される。
【００３０】
　一方、上り方向通信（リバースリンク）においては、無線端末２は、無線基地局１Ａか
ら無線基地局１Ｂへのハンドオーバを実行すると、無線区間を介して無線基地局１Ｂに上
り方向データ（上り方向パケット）を送信する。その際、無線端末２は、無線基地局１Ｂ
に送信する上り方向データに対し、無線基地局１Ａ用のヘッダと無線基地局１Ｂ用のヘッ
ダとを付加する。
【００３１】
　無線基地局１Ｂは、無線端末２から上り方向データを受信すると、受信した上り方向デ
ータを無線基地局１Ａに中継する。無線基地局１Ａは、無線基地局１Ｂから上り方向デー
タを受信すると、受信した上り方向データをアクセスゲートウェイ３に中継する。ＵＭＢ
システムでは、無線基地局１Ｂのように無線端末２から上り方向データを直接受信する無
線基地局をＲＬＳＥ(Reverse Link Serving eBS)と称している。なお、ＦＬＳＥとＲＬＳ
Ｅとが別々の無線基地局になることもある。
【００３２】
　また、ＵＭＢシステムでは、オプション機能として、上り方向通信においてＤＡＰ（無
線基地局１Ａ）を介さずにＲＬＳＥ（無線基地局１Ｂ）からアクセスゲートウェイ３へ上
り方向データを中継することもできる。このため、以下においては、主に下り方向通信に
ついて説明する。
【００３３】
　通常のＵＭＢシステムでは、ハンドオーバによってＤＡＰとＦＬＳＥとが別々の無線基
地局になってから一定時間が経過し、かつＦＬＳＥとＲＬＳＥとが同一の無線基地局であ
る場合、無線端末２は、ＤＡＰの切り替えを要求する切り替え要求（以下、DAP_Move_Req
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uestメッセージ）をＦＬＳＥ／ＲＬＳＥの無線基地局に送信する。これにより、ＤＡＰが
ＦＬＳＥ／ＲＬＳＥの無線基地局（図１では、無線基地局１Ｂ）に切り替えられる。この
ようにＤＡＰを無線基地局１Ａから無線基地局１Ｂに切り替えることによってＤＡＰとＦ
ＬＳＥ／ＲＬＳＥとが同一の無線基地局になる。
【００３４】
　以下の本実施形態では、ハンドオーバによってＤＡＰとＦＬＳＥとが別々の無線基地局
になってから一定時間が経過し、かつＦＬＳＥとＲＬＳＥとが同一の無線基地局であって
も、無線端末２が再度ハンドオーバを実行する可能性が高い場合には、ＤＡＰ切り替えを
実行しない方式について説明する。
【００３５】
　（１．２）無線端末の概略構成
　次に、無線端末２の概略構成について説明する。図２は、無線端末２の概略構成図であ
る。
【００３６】
　図２に示すように、無線端末２は、ＲＦ部２１０、制御部２２０、記憶部２３０、表示
部２４０、操作部２５０、マイク２６０、スピーカ２７０および音声コーデック部２８０
を含む。
【００３７】
　ＲＦ部２１０は、ＬＮＡ、パワーアンプ、アップコンバータおよびダウンコンバータな
どを含み、無線信号の送受信を行う。制御部２２０は、例えばＣＰＵによって構成され、
無線端末２が具備する各種機能を制御する。記憶部２３０は、例えばメモリによって構成
され、無線端末２における制御などに用いられる各種情報を記憶する。
【００３８】
　表示部２４０は、制御部２２０を介して受信した画像を表示したり、操作内容（入力電
話番号やアドレスなど）を表示したりする。操作部２５０は、テンキーやファンクション
キーなどによって構成され、ユーザの操作内容を入力するために用いられるインタフェー
スである。マイク２６０は、音声を集音し、集音された音声に基づく音声データを音声コ
ーデック部２８０を介して制御部２２０に入力する。スピーカ２７０は、音声コーデック
部２８０を介して制御部２２０から取得した音声データに基づいて音声を出力する。
【００３９】
　（１．３）無線端末の詳細構成
　次に、無線端末２の詳細構成、具体的には、制御部２２０の機能ブロック構成について
説明する。図３は、制御部２２０の機能ブロック構成図である。
【００４０】
　図３に示すように、制御部２２０は、情報取得部２２１、判定部２２２および要求送信
部２２３を含む。
【００４１】
　無線端末２が無線基地局１Ａから無線基地局１Ｂへのハンドオーバを実行した場合、情
報取得部２２１は、無線端末２が無線基地局１Ｂから受信する無線信号に基づいて、無線
基地局１Ｂとの間の無線品質を示す無線品質情報を取得する。すなわち、情報取得部２２
１は、無線品質情報取得部として機能する。本実施形態では、情報取得部２２１は、無線
端末２が無線基地局１Ｂから受信する無線信号の受信信号強度（ＲＳＳＩ）を無線品質情
報として取得する。
【００４２】
　判定部２２２は、情報取得部２２１によって取得された無線品質情報（ＲＳＳＩ）に基
づいて、無線基地局１Ｂと無線端末２との間の無線品質が劣化しているか否かを判定する
。当該判定処理の詳細については後述する。なお、本実施形態において判定部２２２は、
無線品質判定部を構成する。
【００４３】
　無線端末２が無線基地局１Ａから無線基地局１Ｂへのハンドオーバを実行してから一定
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時間Ｔが経過し、かつＦＬＳＥとＲＬＳＥとが同一の無線基地局である場合、要求送信部
２２３は、DAP_Move_Requestメッセージを無線基地局１Ｂに送信する。本実施形態におい
て要求送信部２２３は、切り替え要求送信部を構成する。
【００４４】
　ただし、上記の条件を満たしていても、判定部２２２により無線基地局１Ｂと無線端末
２との間の無線品質が劣化していると判定された場合、要求送信部２２３は、DAP_Move_R
equestメッセージの送信を取り止める。
【００４５】
　（２）無線品質判定処理
　図４は、判定部２２２によって実行される無線品質判定処理を説明するための概念図で
ある。
【００４６】
　図４に示すように、判定部２２２は、無線状態カウンタを用いて、一定時間Ｔにおいて
ＲＳＳＩを監視する。具体的には、一定時間Ｔよりも短い間隔でＲＳＳＩを閾値と比較し
、ＲＳＳＩが閾値以上である場合に無線状態カウンタをインクリメント（すなわち、１を
加算）する。一方、ＲＳＳＩが閾値未満である場合に無線状態カウンタをクリアする。
【００４７】
　そして、判定部２２２は、一定時間Ｔが経過した時点で無線状態カウンタの積算値が一
定値Ｃに達しているか否かを判定する。積算値が一定値Ｃに達していない場合、無線基地
局１Ｂとの間の無線品質が劣化していると判定される。積算値が一定値Ｃに達している場
合、無線基地局１Ｂとの間の無線品質が劣化していないと判定される。
【００４８】
　ここで、無線基地局１Ｂへのハンドオーバが実行されてから一定時間Ｔが経過した時点
において、ＲＳＳＩが閾値を上回る期間が一定期間継続されていないと、無線状態カウン
タの積算値が一定値Ｃに達しない。つまり、判定部２２２は、ＲＳＳＩの安定度を加味し
た無線品質判定処理を実行する。
【００４９】
　（３）無線通信システムの動作
　次に、無線通信システム１０の動作について、（３．１）全体概略動作、（３．２）無
線端末の動作の順に説明する。
【００５０】
　（３．１）全体概略動作
　図５は、無線通信システム１０の全体概略動作を示すシーケンス図である。ここでは、
無線端末２が無線基地局１Ａから無線基地局１Ｂへのハンドオーバを実行した直後の動作
シーケンスについて説明する。
【００５１】
　図５に示すように、ハンドオーバの実行直後において、無線基地局１ＡはＤＡＰとして
機能し、無線基地局１ＢはＦＬＳＥおよびＲＬＳＥとして機能している。
【００５２】
　ステップＳ１１０において、アクセスゲートウェイ３は、データ伝送路６を介して下り
方向データを無線基地局１Ａに送信する。無線基地局１Ａは、アクセスゲートウェイ３か
ら下り方向データを受信すると、データ伝送路７を介して当該下り方向データを無線基地
局１Ｂに中継する（ステップＳ１２０）。無線基地局１Ｂは、無線基地局１Ａから下り方
向データを受信すると、無線区間を介して当該下り方向データを無線端末２に送信する（
ステップＳ１３０）。
【００５３】
　ステップＳ１４０において、無線端末２の判定部２２２は、上述した無線品質判定処理
を実行する。なお、ステップＳ１４０の詳細な処理フローについては後述する。
【００５４】
　ステップＳ１５０において、判定部２２２は、無線品質判定処理の結果に応じて、ＤＡ
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Ｐ切り替えが可能であるか否かを判定する。ＤＡＰ切り替えが可能である場合には処理が
ステップＳ１８０に進み、ＤＡＰ切り替えが不可である場合には処理がステップＳ２３０
に進む。
【００５５】
　ＤＡＰ切り替えが不可である場合のステップＳ２３０では、無線端末２は無線基地局１
Ｂに対するDAP_Move_Requestメッセージの送信を取り止め、無線基地局１Ｂからの下り方
向データの受信を継続する。
【００５６】
　一方、ステップＳ１８０において、無線端末２の要求送信部２２３は、DAP_Move_Reque
stメッセージを無線基地局１Ｂに送信する。無線基地局１Ｂは、無線端末２からDAP_Move
_Requestメッセージを受信すると、自局が無線端末２のＤＡＰになることを要求する制御
メッセージであるPMIP_Registration_Requestメッセージをアクセスゲートウェイ３に送
信する（ステップＳ１９０）。
【００５７】
　アクセスゲートウェイ３は、無線基地局１ＢからPMIP_Registration_Requestメッセー
ジを受信すると、PMIP_Registration_Requestメッセージに対する応答メッセージであるP
MIP_Registration_Replyメッセージを無線基地局１Ｂに送信する（ステップＳ２００）。
【００５８】
　無線基地局１Ｂは、PMIP_Registration_Replyメッセージを受信すると、アクセスゲー
トウェイ３との間にデータ伝送路６を設定する。すなわち、この時点で無線基地局１Ｂが
無線端末２のＤＡＰに切り替る。そして、無線基地局１Ｂは、自局がＤＡＰになったこと
を通知する制御メッセージであるDAP_Assignmentメッセージを無線端末２に送信する（ス
テップＳ２１０）。
【００５９】
　ＤＡＰ切り替え後のステップＳ２２０において、アクセスゲートウェイ３は、下り方向
データを無線基地局１Ａではなく無線基地局１Ｂに送信する。無線基地局１Ｂは、アクセ
スゲートウェイ３から下り方向データを受信すると、無線区間を介して当該下り方向デー
タを無線端末２に送信する（ステップＳ２３０）。
【００６０】
　（３．２）無線端末の動作
　図６は、無線端末２の動作、具体的には、図５のステップＳ１４０の詳細を示すフロー
チャートである。
【００６１】
　ステップＳ１４１において、判定部２２２は、ＦＬＳＥとＲＬＳＥとが同一の無線基地
局であるか否かを判定する。ＦＬＳＥとＲＬＳＥとが同一の無線基地局であると判定され
た場合、処理がステップＳ１４２に進む。ＦＬＳＥとＲＬＳＥとが異なる無線基地局であ
ると判定された場合、処理がステップＳ１４８に進み、ＤＡＰ切り替えが不可であると判
定される。
【００６２】
　ステップＳ１４２において、判定部２２２は、ＦＬＳＥ／ＲＬＳＥとして機能する無線
基地局１Ｂから受信する無線信号のＲＳＳＩが、一定閾値以上であるか否かを判定する。
ＲＳＳＩが一定閾値以上であると判定された場合には処理がステップＳ１４３に進み、Ｒ
ＳＳＩが一定閾値未満であると判定された場合には処理がステップＳ１４４に進む。
【００６３】
　ステップＳ１４３において、判定部２２２は、無線状態カウンタに１を加算する。一方
、ステップＳ１４４において、判定部２２２は、無線状態カウンタをクリアする。
【００６４】
　ステップＳ１４５において、判定部２２２は、ハンドオーバによりＤＡＰとＦＬＳＥ／
ＲＬＳＥとが別の無線基地局になってから一定時間Ｔが経過したか否かを判定する。ＤＡ
ＰとＦＬＳＥ／ＲＬＳＥとが別の無線基地局になってから一定時間Ｔが経過したと判定さ



(11) JP 2009-267878 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

れた場合には処理がステップＳ１４６に進み、一定時間Ｔが経過していないと判定された
場合には処理がステップＳ１４２に戻る。
【００６５】
　ステップＳ１４６において、判定部２２２は、無線状態カウンタが一定値Ｃ以上である
か否かを判定する。無線状態カウンタが一定値Ｃ以上であると判定された場合には処理が
ステップＳ１４７に進み、無線状態カウンタが一定値Ｃ未満であると判定された場合には
処理がステップＳ１４８に進む。
【００６６】
　ステップＳ１４７では、ＤＡＰ切り替えが可能であると判定される。一方、ステップＳ
１４８では、ＤＡＰ切り替えが不可であると判定される。
【００６７】
　（４）作用・効果
　無線端末２は、ＦＬＳＥとして機能する無線基地局１Ｂとの間の無線品質が劣化すると
、無線基地局１Ｂとは別の無線基地局へのハンドオーバを実行する。このような場合、Ｄ
ＡＰを無線基地局１Ｂに切り替えても、再びＤＡＰを無線基地局１Ｂとは別の無線基地局
へ切り替える必要があり、無線基地局１ＢへのＤＡＰの切り替えが無駄になる。
【００６８】
　そこで、本実施形態では、無線端末２は、ハンドオーバの実行後において、無線基地局
１Ｂとの間の無線品質が劣化しているか否かを判定し、当該無線品質が劣化していると判
定された場合に、DAP_Move_Requestメッセージの送信を取り止める。
【００６９】
　このため、上記のような無駄なＤＡＰ切り替えが発生しない。したがって、本実施形態
によれば、無駄なＤＡＰ切り替えが発生することによるネットワーク側の処理負荷の増大
を回避できる。
【００７０】
　また、本実施形態によれば、無線端末２は、無線基地局１Ａから受信する無線信号のＲ
ＳＳＩに基づいて、無線基地局１Ｂとの間の無線品質が劣化しているか否かを判定する。
これにより、無線端末２において、無線基地局１Ｂとの間の無線品質が劣化しているか否
かを精度良く判定可能となる。
【００７１】
　さらに、本実施形態によれば、無線端末２は、ハンドオーバを実行してから一定時間Ｔ
が経過した後にDAP_Move_Requestメッセージを無線基地局１Ｂに送信する。また、無線端
末２は、ハンドオーバを実行してから一定時間Ｔが経過した時点において、ＲＳＳＩが閾
値を上回る期間が一定期間継続されていない場合に、無線品質が劣化していると判定する
。したがって、無線基地局１Ｂとの間の無線品質の安定度を加味しつつ、無線端末２にお
いて、無線基地局１Ｂとの間の無線品質が劣化しているか否かをさらに精度良く判定可能
となる。
【００７２】
　（５）その他の実施形態
　上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び
図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様
々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【００７３】
　（５．１）実施形態の変更例
　上述した実施形態では、無線端末２は、無線基地局１Ｂとの間の無線品質に応じてDAP_
Move_Requestメッセージを送信するか否かを判定していた。本変更例では、無線端末２は
、無線品質に加え、下り方向データのデータ属性に応じてDAP_Move_Requestメッセージを
送信するか否かを判定する。データ属性とは、下り方向データのデータ種別または下り方
向データの伝送優先度の少なくとも一方を指している。
【００７４】
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　図７は、本変更例に係る無線通信システム１０の全体概略動作を示すシーケンス図であ
る。
【００７５】
　図７に示すように、本変更例では、無線端末２は、ステップＳ１４０およびステップＳ
１５０において無線状態判定処理を実行した後に、ステップＳ１６０およびステップＳ１
７０において、下り方向データのデータ属性に応じた判定処理を実行する。ただし、ステ
ップＳ１４０とステップＳ１６０と実行する順番は入れ替えてもよい。
【００７６】
　ステップＳ１６０において、無線端末２の情報取得部２２１は、下り方向データのデー
タ属性を示すデータ属性情報を取得する。また、判定部２２２は、取得されたデータ属性
情報に基づいて、下り方向データがDAP_Move_Requestメッセージの送信を取り止め可能な
特定データであるか否かを判定する。
【００７７】
　下り方向データが特定データである場合、ＤＡＰ切り替えが不可であると判定され、処
理がステップＳ２３０に進む。一方、下り方向データが特定データでない場合、ＤＡＰ切
り替えが可能であると判定され、処理がステップＳ１８０に進む。
【００７８】
　このように、本変更例では、情報取得部２２１はデータ属性情報取得部を構成し、判定
部２２２はデータ判定部を構成する。
【００７９】
　図８は、本変更例に係る無線端末２の動作、具体的には、図７のステップＳ１６０の詳
細を示すフローチャートである。
【００８０】
　ここでは、データ属性情報として、下り方向データのデータ種別を識別するフロープロ
ファイルＩＤ（データ種別識別子）と、下り方向データの伝送優先度の高さを表すフロー
プライオリティ（優先度レベル）とを用いる場合について説明する。
【００８１】
　ステップＳ１６３において、判定部２２２は、下り方向データのフロープロファイルＩ
Ｄが所定ＩＤであるか否かを判定する。図８の例では、下り方向データのフロープロファ
イルＩＤが＜ａａ＞および／または＜ｂｂ＞であるか否かを判定する。
【００８２】
　下り方向データのフロープロファイルＩＤが所定ＩＤであると判定された場合、処理が
ステップＳ１６６に進み、ＤＡＰ切り替えが不可であると判定される。一方、下り方向デ
ータのフロープロファイルＩＤが所定ＩＤでないと判定された場合、処理がステップＳ１
６４に進む。
【００８３】
　ステップＳ１６４において、判定部２２２は、下り方向データのフロープライオリティ
が一定閾値（例えば０１００）以上であるか否かを判定する。下り方向データのフロープ
ライオリティが一定閾値以上であると判定された場合、処理がステップＳ１６５に進み、
ＤＡＰ切り替えが可能であると判定される。一方、下り方向データのフロープライオリテ
ィが一定閾値未満であると判定された場合、処理がステップＳ１６６に進み、ＤＡＰ切り
替えが不可であると判定される。
【００８４】
　なお、ステップＳ１６３において用いられる所定ＩＤは、ネットワーク側に設けられた
遠隔制御装置（不図示）などによって指定可能である。また、ステップＳ１６４において
用いられる一定閾値は、ネットワーク側に設けられた遠隔制御装置（不図示）などによっ
て指定可能である。すなわち、上記の所定ＩＤおよび一定閾値は、バックボーンネットワ
ーク５における通信帯域やトラフィック量に応じて、オペレータが任意に指定することが
できる。
【００８５】
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　図９は、本変更例に係るフロープロファイルＩＤを説明するための図である。図９に示
すように、フロープロファイルＩＤは、データ種別毎に割り当てられている。例えば、フ
ロープロファイルＩＤにより、データ種別がテキスト、音声、映像などのいずれかである
かを特定可能となっている。
【００８６】
　（５．２）無線品質情報の変更例
　上述した実施形態では、無線品質情報としてＲＳＳＩが使用されていたが、ＲＳＳＩに
代えて、ＳＮＲや誤り率（ＢＥＲやＦＥＲ）などを使用してもよい。
【００８７】
　（５．３）他の適用例
　なお、上述した実施形態では、ＵＭＢシステムに基づく構成について説明したが、ＵＭ
Ｂシステムに限らず、広域通信網との間にデータ伝送路を設定する無線基地局をハンドオ
ーバ元からハンドオーバ先へ切り替える無線通信システムであれば、本発明を応用可能で
ある。
【００８８】
　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特
定事項によってのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る無線端末の概略構成図である。
【図３】本発明の実施形態に係る無線端末の詳細構成を示す機能ブロック構成図である。
【図４】本発明の実施形態に係る判定部によって実行される無線品質判定処理を説明する
ための概念図である。
【図５】本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体概略動作を示すシーケンス図で
ある。
【図６】本発明の実施形態に係る無線端末の動作、具体的には、図５のステップＳ１４０
の詳細を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態の変更例に係る無線通信システムの全体概略動作を示すシーケ
ンス図である。
【図８】本発明の実施形態の変更例に係る無線端末の動作、具体的には、図７のステップ
Ｓ１６０の詳細を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態の変更例に係るフロープロファイルＩＤを説明するための図で
ある。
【符号の説明】
【００９０】
　１Ａ，１Ｂ…無線基地局、２…無線端末、３…アクセスゲートウェイ、４…ネットワー
ク、５…バックボーンネットワーク、６…データ伝送路、７…データ伝送路、１０…無線
通信システム、２１０…ＲＦ部、２２０…制御部、２２１…情報取得部、２２２…判定部
、２２３…要求送信部、２３０…記憶部、２４０…表示部、２５０…操作部、２６０…マ
イク、２７０…スピーカ、２８０…音声コーデック部
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